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資料１

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の骨子

農林水産省作成

Ⅰ 趣旨

卸売市場を食品流通の核としつつ、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等
の公正な取引環境の確保を促進することにより、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの
的確な対応を図る。

Ⅱ 法律の概要

１ 卸売市場法の一部改正

（１）目的（第１条）
この法律は、卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として
重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本
方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する
措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品
等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資する
ことを目的とする。

（２）卸売市場に関する基本方針（第３条）
農林水産大臣は、次の事項を内容とする卸売市場に関する基本方針を定める。
① 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
② 卸売市場の施設に関する基本的な事項
③ その他卸売市場に関する重要事項

（３）卸売市場の認定等
① 卸売市場の認定（第４条第１項から第５項まで及び第13条第１項から第５項まで）
卸売市場であって次の要件に適合しているものは、農林水産大臣又は都道府県知事

の認定を受けて、中央卸売市場注又は地方卸売市場と称することができる。
注）中央卸売市場は、その施設の規模が一定の規模以上であること等省令で定める基準に該当す
る卸売市場に限る。
ア 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
イ 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
ウ 業務規程に開設者が行う次の事項が定められていること。
（ア）差別的取扱いの禁止
（イ）卸売の数量及び価格等の公表
（ウ）卸売業者、仲卸業者等の取引参加者に対する指導及び助言、報告及び検査、是
正の求め等の措置

（エ）売買取引の方法及び代金決済の方法の策定及び公表
エ 業務規程に卸売業者等が行う次の事項（共通の取引ルール）が定められているこ
と。
（ア）開設者が定めた売買取引の方法による卸売の実施
（イ）差別的取扱いの禁止
（ウ）受託拒否の禁止（中央卸売市場のみ）
（エ）開設者が定めた代金決済の方法による代金決済の実施並びに卸売業者の事業報

告書の作成及び閲覧
（オ）売買取引の条件の公表
（カ）売買取引の結果の公表
オ その他の取引ルール（第三者販売、直荷引き、商物分離等）を定める場合には、
次の要件に適合すること。
（ア）共通の取引ルールに反するものでないこと。
（イ）取引参加者の意見を聴いて定められていること。
（ウ）当該取引ルール及び当該取引ルールが定められている理由が公表されているこ

と。
カ 開設者が取引参加者に取引ルールを遵守させるために必要な体制を有すること。
キ 生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
ク 卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に
適合すること。

② 認定卸売市場の公示（第４条第６項及び第13条第６項）
農林水産大臣及び都道府県知事は、認定した卸売市場の名称等を公示する。
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③ 開設者に対する指導及び助言等（第９条から第12条まで及び第14条）
農林水産大臣及び都道府県知事は、認定を受けた開設者に対し、指導及び助言、報

告及び検査、措置命令又は認定の取消しを行うことができる。

（４）支援措置（第16条）
国は、中央卸売市場の開設者であって２（２）②の食品等流通合理化計画の認定を受
けたものの施設整備に対し、予算の範囲内において、その費用の10分の４以内を補助す
ることができる。

２ 食品流通構造改善促進法の一部改正

（１）目的（第１条）
この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たし
ていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の
策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ず
るとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他
の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増
進に資することを目的とする。

（２）食品等の流通の合理化のための措置
① 食品等の流通の合理化に関する基本方針（第４条）
農林水産大臣は、次の事項を内容とする食品等の流通の合理化に関する基本方針を

定める。
ア 食品等の流通の効率化に関する措置
イ 食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置
ウ 食品等の流通における情報通信技術その他の技術の活用に関する措置
エ 食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置
② 食品等流通合理化計画の認定（第５条）
食品等の流通の合理化を図る事業を実施しようとする者は、食品等流通合理化計画

を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができる。
③ 支援措置（第７条から第26条まで）
認定を受けた者に対し、次の支援措置を講ずる。
ア 株式会社農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）の出資等
イ 食品等流通合理化促進機構（現食品流通構造改善促進機構）の債務保証
ウ 株式会社日本政策金融公庫の融資等

（３）食品等の取引の適正化のための措置
① 農林水産大臣による取引状況等に関する調査（第27条及び第28条）
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引状況等に関する調査

を行い、当該調査の結果に基づき指導・助言等の措置を講ずる。
② 農林水産大臣による公正取引委員会への通知（第29条）
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると

思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知する。

（４）題名
題名を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改める。

Ⅲ 施行期日等

１ 施行期日

（１）卸売市場法の一部改正（附則第１条第３号）
公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日とする。

（２）食品流通構造改善促進法の一部改正（附則第１条柱書）
公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日とする。

２ 中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置（附則第３条第５項）
現行の中央卸売市場又は地方卸売市場による認定の申請については、卸売市場の施設に

関する事項等の記載を省略することができる。

３ 検討（附則第11条）
この法律の施行後５年を目途として、食品等の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏

まえ、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基
づいて必要な見直しを行う。


